
 

 

令和 6年 1月 10日更新 

 

 

各 位 

 

 

一般財団法人玉野産業振興公社 

 

 

 

ビル貸館(会議室)のご使用方法の一部変更について  
 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当産業振興ビルの会議室の適正な運営の推進のため、今後は当産業振興ビル 

3 階の展示・会議室につきましては、「全室」でのご使用を原則といたします。 

 

また、併せて産業振興ビル施設使用許可申請書の様式を変更いたします。 

当公社のホームページに新様式を掲載しておりますので、ご使用ください。 

■ 令和 6年 3月末使用分まで : 新旧どちらの様式でも受付 

■ 令和 6年 4月以降使用分  : 新様式のみ受付 

 

 

その他ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 

 

何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

以上 


